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　私たちのまち、鎌倉は、歴史的文化的遺産と豊かな自然に恵まれた、唯一無二のまちです。

現在の鎌倉があるのは、鎌倉を愛する方々のたゆまぬ努力の賜物であり、今を生きる私たち

は、この先人からの歴史と文化そして風土を受け継ぎながら、より魅力的な鎌倉を創り、次

の世代に大切に引き継いでいかなければなりません。

　しかし、今、本市は、大きな財源不足に加え、東日本大震災を踏まえた安全・安心なまち

づくりや、公共施設の老朽化に対する対応など、新たな、そして緊急を要する課題が生じて

います。そこで、硬直化した行財政運営を改め、持続可能な都市経営をこれまで以上に推進

するとともに、市民力・地域力を発揮し、鎌倉が誇る資源を生かしながら、新しい魅力を創

造し続けるため、この度、前基本計画の見直しを前倒しし、第3期基本計画を策定しました。

　私は、この6年間において、「古都としての風格を保ちながら、生きる喜びと新しい魅力を

創造するまち」の実現に向け、第3期基本計画を着実に推進してまいります。そして、市民の

皆さまと一丸となって、世界に誇れる持続可能なまち「鎌倉」をめざしてまいります。

　最後に、本計画の策定にあたり、ワールドカフェ等にご参加いただいた方々をはじめ、貴

重なご意見・ご協力をいただいた大勢の市民・関係者の皆さまに感謝申し上げます。今後と

も円滑な計画の推進に向けて、一層のご協力をお願いいたします。

平成26年4月
鎌倉市長

発刊にあたって
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総合計画の沿革

　鎌倉市の総合計画は、昭和51年9月に最初の基本構想が議決され、これに基づき、昭和54年9月に（第
1次）鎌倉市総合計画の基本計画（昭和55～60年度）を策定しました。
　その後、基本構想期間を10年間とする第2次鎌倉市総合計画（昭和61～平成7年度）を策定し、前後期各
5年間の基本計画を定めました。
　そして、基本構想期間を30年間とする第3次鎌倉市総合計画（平成8～37年度）を策定し、当初の10年
間の第1期基本計画（平成8～17年度）に引き続き、第2期基本計画（平成18～27年度）を定めました。

総合計画見直しの背景

　本市では、基本構想に掲げた将来都市像である「古都としての風格を保ちながら、生きる喜びと新しい
魅力を創造するまち」の実現に向けた市政運営を進め、第２期基本計画では、人口減少社会の到来、右肩
上がりの経済の終焉といった社会経済状況の下、新しい時代の社会変化に対応した「元気で輝く鎌倉」をつ
くるための計画とし、これまでに前期・中期・後期の３期の実施計画に取り組んできました。
　しかし、本市は、以下のような新たな課題に直面しています。

1　大幅な財源不足と厳しい財政見通し
　平成24（2012）年度にスタートした第2期基本計画後期実施計画では、景気低迷により市の歳入の
根幹を成す市税収入に大きな改善が見込めないなか、第2期基本計画中期実施計画からの継続事業に
新たな事業が加わったことにより、計画規模が拡大し、大きな財源不足（4年間で107億円の不足）が
生じる結果となりました。

2　公共施設の老朽化
　本市では、昭和30年代から40年代にかけて大規模な宅地開発が行われ、集中的な人口増加ととも
に公共建築物やインフラ（道路、橋りょう、下水道など）の公共施設の整備が行われてきました。全国
的にみても、本市の公共施設は老朽化が進行しており、今後は、これら公共施設の老朽化に伴う維持
管理・建替費用の増大が見込まれています。

3　防災・減災対策
　平成23（2011）年3月11日に発生した東日本大震災を踏まえた安全・安心なまちづくり、特に、
14mを超えると予測される大津波に対する防災・減災対策は、本市における新たな、そして緊急を
要する課題であり、地域防災計画に基づいた取組が急務となっています。



総合計画の見直し

　このようななかで、「鎌倉」に住むこと、訪れることの素晴らしさを、市民はもとより、世界中の方々に
再確認してもらえるよう、もう一度、基本構想における将来都市像の実現に向けたまちづくりを力強く進
めていかなければなりません。
　そのためには、今こそ、危機的状況にある、硬直化した行財政運営を改め、持続可能な都市経営をこれ
まで以上に推進するとともに、市民力・地域力を発揮し、鎌倉が誇る資源を活かしながら、新しい魅力を
創造し続けることが重要です。
　そこで、今回、基本構想を一部修正するとともに、平成27（2015）年度までを計画期間とする第2期基
本計画を平成25（2013）年度までで終了させ、

策定することとしました。

計画の構成と期間

【計画の性格】
　総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画の3層構造とし、本市の将来都市像とそれを実現するた
めの施策の基本的な考え方を定めるものです。行政は、市民との役割分担と協働のもと、計画の推進に
努めていきます。

【計画の構成と期間】
1　基本構想
　市民憲章の基本理念を継承し、環境と調和した豊かな市民生活を実現するため、市民と行政が協働
して描いた将来都市像とまちづくりの基本理念、将来目標、基礎的な指標及び基本構想実現に向けた
基本方針を定めたものです。
　平成8（1996）年度から37（2025）年度までの30年間を、基本構想の期間としていますが、平成24
（2012）年3月の 、定め直しています。

2　第3期基本計画
　基本構想に示されている考え方及び将来目標を実現するための政策・施策体系と手段を具体的に示
した中期的な計画です。基本計画の前提となる基礎条件、計画の推進に向けた考え方、施策体系、6
つの将来目標に沿った政策分野ごとの施策の方針、から構成されています。
　計画期間は、平成26（2014）年度から31（2019）年度までの6年間とします。

3　実施計画
　基本計画で示される「目標とすべきまちの姿」や「主な取組」を、計画的・効果的に実施していくため
必要とされる具体的な事業の概要を明らかにすることで、毎年度における予算編成及び事業実施の具
体的指針となる短期計画として定めたものです。
　前期実施計画の期間は平成26（2014）年度から28（2016）年度までの3年間とし、後期実施計画の
期間は平成29（2017）年度から31（2019）年度までの3年間とします。
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